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　掲載の各支援策の内容は、編集時の令和３年４月５日時点の情報に基づくものです。最新情報につきまし
ては、各支援策のHPをご確認ください。

　「事業再構築補助金」については、今年度、新たに創設された大規模な補助金であり、会員組合の皆
様に制度の概要や適用要件などのポイントについてご理解いただけるようセミナーを
開催致します。令和３年５月24日（予定）詳細は改めて連絡致します。

新型コロナウイルス感染症特集
新型コロナウイルス感染症に関する
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　新分野展開、事業転換、業種転換、又は事業再編という思い切った事業再構
築に挑戦する中小企業を支援する。

飲食業 ➡ 店舗の一部を改修し、新たに食事のテイクアウト販売を実施
製造業 ➡ 百貨店などでの売上が激減。ECサイト（オンライン上）での販売を開始

活
用
事
例

事業再構築補助金事務局コールセンター
【受付時間】	 9：00～18：00（土日祝日除く）
【電話番号】	［ナビダイヤル］０５７０‒０１２‒０８８　［IP電話用］０３‒４２１６‒４０８０

お問合せ先

●対　　象　以下の要件をすべて満たす中小企業・団体等
１． 申請前の直近６ヶ月のうち、任意の３ヵ月の合計売上高が、コロナ以前の同３ヵ月の合計売上高と比

較して10％以上減少している。
２． 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組んでいる。
３． 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0％（グローバルV字回復枠については5.0％）

以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％（グローバルV字回復枠5.0％）以上
増加の達成が見込まれる。

●補助率及び補助金額
　中小企業対象の「通常枠」「緊急事態宣言特別枠」のみ抜粋。
⃝通常枠：補助額100万円～6,000万円……補助率2/3
⃝ 緊急事態宣言特別枠：従業員数で補助金額を設定……補助率3/4

●補助対象経費の例
　・建物費（撤去・改修に要する経費含む）、・機械装置費、・システム構築費（リース料含む）、・技術
導入費、・専門家経費、運搬費、・クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、・広告宣伝・
販売促進費、・研修費
●申　　請　令和３年度に４回申請を受付します。（第１回目：令和３年４月30日㈮ 18：00〆切）

＊ 中小企業対象の「卒業枠」、中堅企業対象の「通常枠」「グローバルV字
回復枠」はHPでご確認ください。

従業員数 補助額
５人以下 100万円～500万円
６～20人 100万円～1,000万円

21人 100万円～1,500万円
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　2021年１月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
外出・移動の自粛により影響を受けた中小法人・個人事業者等を支援する。
●対　　象　以下の要件をすべて満たす中小法人・個人事業者等
１． 緊急事態宣言い伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている。
２． 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、２月又は３月の売上が50％以上減少している。
●給　付　額 2019年または2020年の1月～3月の合計売上−2021年の＊対象月の売上×３ヵ月
＊対象月は、対象期間から任意に選択した月

中小法人等：上限60万円　　個人事業者等：上限30万円
●申請期間 2021年３月８日㈪～５月31日㈪

一時支援金相談窓口
【受付時間】	 8：30～19：00（土日祝日含む前日対応）
【電話番号】	［ナビダイヤル］0120‒211‒240　［IP電話用］０３‒6629‒0479

お問合せ先
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　緊急事態宣言の再発令により影響を受けた滋賀県内中小企業等を対象に、国
の一時支援金への上乗せを支援する。
【国の一時支援金への上乗せ（給付金）】
●対　　象
　国の「一時支援金」の給付決定を受けており、滋賀県内に事務所または事業所を有する事業者
●給　付　額 １事業者あたり10万円
＊ 家賃（月額）30万円以上支払っていることが確認（国の家賃支援給付金で確認）できる事業者については、
１事業者あたり20万円
●申請期間 2021年４月５日㈪～９月下旬（オンライン申請のみ受付）
＊国の一時支援金の給付状況により、変動する可能性があります。

滋賀県経営力強化支援コールセンター
【受付時間】	 9：00～17：00（土日祝日を除く）
【電話番号】	 0570‒087‒770

お問合せ先
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　令和２年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大により事業の縮小
や自粛、セミナー・講習会やイベント活動の機会を失った組合を応援する。

地域経済活性化事業は、県内の組合等を対象にした補助事業です。令和3年4月
16日付で会員の皆様に案内をお送りしますので、是非ご活用ください。

滋賀県中小企業団体中央会
【電話番号】	 077‒511‒1430　組合様の担当者がご相談をお伺いします。

お問合せ先

●対　　象
　滋賀県内の組合（事業協同組合、商工組合、企業組合、協業組合、生活衛生同業組合、組合連
合会、商店街振興組合）
●補助金額
１．事業者応援事業（セミナー、研修会、組合のPR活動等）　50万円以内
２．地域内消費喚起事業（プレミアム商品券やクーポン券の発行、販売促進イベント等）　50万円以内

1＋2＝100万円以内（補助率10/10）
●申請期間　2021年４月19日㈪～５月14日㈮17時必着
＊補助対象期間：2021年４月１日㈭～2022年１月31日㈪（遡及適用有）
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滋賀県中央会・三井住友海上　包括連携協定 締結

調印式の様子

（左）中央会 北村嘉英 会長 （右）三井住友海上滋賀支店 板倉一浩 支店長（当時）

研修会（会場参加）の様子

講師　菊次正純 氏

　本会では、三井住友海上火災保険株式会社が持
つ情報や経営ノウハウを活用して会員組合や組合員
企業の育成・振興を図るため、連携して経営支援
を行うための包括連携協定を同社滋賀支店と締結
し、この調印式を３月９日㈫、大津市・コラボしが
21において行いました。
　この包括連携は、事業継続計画、地場産業の振
興、滋賀の名品・ここ滋賀ショッピングサイトの販
路拡大、中小企業者の事業承継など８分野におい
て両者で協働および連携することにより、県内経済
の活性化を図ることを目的としています。同社は平
成30年に県と包括連携協定を締結してますが、県
内の経済団体との連携は今回が初めての取り組みと
なります。
　令和３年度以降においては、課題を持つ会員組
合等への専門家派遣や、会員組合が主催する講習
会への講師派遣、研修会・相談会の共催や経営に
役立つ情報提供などに両者で連携して取り組む予
定です。

　組合事務局交流研究会では、３月16日㈫、大津
市・コラボしが21会議室において、今年度第２回目
の研修交流会を開催しました。今回の研修交流会
は、令和３年４月１日から中小企業でも「同一労働
同一賃金」のルールが適用されることを受けて「働
き方改革対応」～労働時間法制の見直しと同一労
働同一賃金～をテーマに、会場参加とzoomによ
るオンライン参加のハイブリッド形式で開催されま 
した。
　研修では、きく労務マネジメント研究所　所長　
菊次正純 氏を講師に招聘し、働き方改革の課題へ
の対応や労働時間法制の見直し、同一労働同一賃
金の理解について説明がされました。また、実務の
ポイントとして、社員の長期・短期雇用の違いを踏
まえた人事管理が必要であることや、賃金項目や
個々の待遇に職員間で差がないか確認することが提
案されるなど、法改正の把握のみならず働き方改革
の導入に向けて理解が深まるものとなりました。

組合事務局交流研究会
第２回研修交流会　開催
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商店街振興組合連合会
商店街活性化セミナー 開催

スライダーをクリックすると最新の情報が閲覧できます

富田理事長による挨拶

セミナー（会場参加）の様子

中央会ＨＰリニューアル

　本会では、情報提供機能の強化、セキュリティ
対策の向上等を目的としてＨＰの更新を行いました。
新しくなったＨＰはトップページのデザインも大き
く刷新され、「組合」による経営の合理化サポート、
ものづくり補助金、滋賀の名品ショッピングサイト
など、当会が実施する事業がスライダー画像になっ
ており、それぞれをクリックすると該当するページに
リンクが貼り付けてあり、検索がスムーズに行える
仕組みになっています。情報提供機能の強化として
は、お知らせを「各種施策・補助金」、「セミナー・
イベント」、「コロナ関連」、「ものづくり」などに細
分化し、閲覧者が求める情報を速やかに見つけられ
るようになりました。
　また、今回のリニューアルではＨＰが一方的な情
報発信とならないように、お知らせ内容ごとに閲覧
者に意見を求めるご意見欄も整備しております。ぜ
ひ、新しくなった当会ＨＰをご活用下さい。

　当会が事務局を務める滋賀県商店街振興組合連
合会では、３月24日㈬、草津市・クサツエストピア
ホテルにおいて『商店街活性化セミナー』を開催し
ました。
　今回のセミナーは、商店街の立地する地域に活用 
できる地域資源がない場合でも、自らが商品やサー
ビスを開発し、プロデュースを成功させている事例
を知っていただくために、向日市激辛商店街の取り
組みに焦点をあて「地域資源を見出し メディアを活
用した商店街プロモーション」というテーマで、会
場参加とzoomによるオンライン参加のハイブリッド
形式で開催されました。
　セミナーでは、Communications Joint 代表　
松本美由紀 氏を講師に招聘し、向日市激辛商店街
のブランド化のプロセスや、限られた予算で広報効
果を高めるために、実際に活用したメディアやSNS
のプロモーション手法も紹介し、商店街のブランディ
ングのみならず広報についても参加者にとって理解
が深まるものとなりました。

滋賀県中小企業団体中央会
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〔１〕決算関係書類提出
⑴　提出部数……２部（毎年）
⑵　添付書類……全７種類
　　　　　　　　①事業報告書　②財産目録　③貸借対照表
　　　　　　　　④損益計算書　⑤剰余金処分案 または 損失処理案
　　　　　　　　⑥監査報告書　⑦決算を承認した総会議事録の原本
　　※議事録の謄本（コピー）を添付される場合は必ず「原本証明」を行ってください。

〔２〕役員変更届
⑴　提出部数……２部（役員改選により役員に変更があった場合に提出）
⑵　添付書類……全４種類
　　　　　　　　①新旧役員対照表
　　　　　　　　②変更理由及び変更年月日を記載した書面
　　　　　　　　③総会議事録の原本（決算関係書類と同時に提出する場合には省略が可能です）
　　　　　　　　④理事会議事録の原本
　　※議事録の謄本（コピー）を添付される場合は必ず「原本証明」を行ってください。

〔３〕定款変更認可申請　※定款変更される場合は事前に当会へお問合せください。
⑴　提出部数……３部（登記手続きが必要な場合は４部）
⑵　添付書類……全４種類
　　　　　　　　①変更理由書　②新旧条文対照表　③定款変更を議決した総会議事録
　　　　　　　　④事業計画書・収支予算書（事業に関する変更の場合）

〔４〕変更登記申請（下記の変更を行った場合には、法務局へ申請が必要となります。）
①代表理事の変更（※代表理事の変更は、同一の人が就任されても登記手続きが必要です。）
② 出資の総口数及び払込済出資総額の変更（※決算において出資口数、出資金額が変わった場合は、

登記手続きが必要です。）
③事務所の移転　④名称変更　⑤事業の変更　⑥地区の変更　⑦公告方法の変更
⑧出資払込方法の変更　⑨出資一口の金額の変更

●総会後の諸届内容

　中小企業組合等では、通常総会終了後２週間以内に決算関係書類（事業報告書・財産目録・貸
借対照表・損益計算書・剰余金処分案または損失処理案）を所管政庁へ提出することが義務づけら
れています。また、役員改選において理事・監事に１名でも変更が生じた場合は所管行政庁へ役員
変更届を提出しなければなりません。
　そのほか、決算や役員改選、定款変更等により組合の登記簿記載事項に変更が生じた場合には、
法務局への登記手続きが必要になります。
　なお、代表理事については役員改選ごとに登記の手続きが必要になりますのでご留意ください。

　総会議事録および理事会議事録、監査報告書、模範定款参考例等の書式を
中央会ホームページよりダウンロードできるようになっています。
https://www.chuokai-shiga.or.jp/

通常総会前後の組合事務手続き

＊ 行政手続きの押印見直しに伴い、組合法・団体法施行規則における各種様式（決算関係書類届出書、役員変更届出書、定
款変更認可申請書等）の押印は廃止されました。ただし、理事会議事録については従来通り押印が必要です。詳細については、
中央会までお問合せ下さい。
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事 業 年 度 終 了 日 （年度末日）

通 常 総 会 開 催 （決算関係書類の承認等の審議）

総会議事録の作成 理事会議事録の作成・署名

理事会開催（代表理事等の選任）

決算関係書類を監事へ提出

監査報告の作成
理事会開催

（総会提出議案、開催日時等の決定、
　　　　　　　　　　　　　　　監査報告の承認）

総会開催通知書の発出
（理事会の承認を受けた決算関係書類、

　　　　　　　　　　　　　事業報告書等を添付）

決算関係書類の提出
（所管行政庁へ）

税　務　申　告
（事業年度終了後２ヶ月以内、但し総会終了後）

定款変更認可申請
（所管行政庁へ）

出資変更登記
（法務局へ）

代表理事変更登記
（法務局へ）

変更登記
（法務局へ）

役員変更届
（所管行政庁へ）

総会開催の２週間前までに備付

受領した日から４週間を経過した日
理事会開催の（７日）前までに招集通知の発出

総会開催の（10日）前までに

４週間以内

２週間以内 ２週間以内

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面議決等による議案審議を検討される際は中央会にお問合せ下さい。

２週間以内 ２週間以内

 監事 の職務

 理事の職務

出資変更のある場合

役員改選のある場合

定款変更
のある場合

２
ヶ
月
以
内

①名称
②主たる事務所
③事業
④地区

⑤出資１口の金額
⑥出資払込の方法
⑦公告方法

決算関係書類の備付け・閲覧
（主たる組合事務所に）

決算関係書類の作成 ①事業報告書　②財産目録　③貸借対照表　④損益計算書
⑤剰余金処分案（損失処理案）

下記の事項に変更が生じた場合、登記
手続きが必要となります。

（認可後２週間以内）

通常総会前後の組合事務手続きフロー図
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Answer

Question
教えて &Q A組合税務

相談室

税理士 山本 善通 氏

　近年、全国各地で頻発する自然災害や、長期化する新型コロナウイルス感染症
の影響下で、中小企業が自然災害等への事前の備えを行う事が重要と考えていま
す。事前対策の強化のための「中小企業防災・減災投資促進税制」があると聞
きましたが、概要を教えて下さい。

中小企業防災・減災投資促進税制

【概要】
　法人税における「中小企業防災・減災投資促進税制」とは、青色申告書を提出する中小企業者等で、
中小企業等経営強化法の一定の認定を受けた同法に規定する中小企業者に該当するものが、中小企業等
経営強化法の施行の日（令和元年７月16日）から令和３年３月31日までの間に、その認定に係る事業継続
力強化計画等に記載された設備等を事業の用に供した場合、その事業年度にその取得価額の20％の特別
償却ができる制度です。
　このたび中小企業による自然災害等に対する事前対策の強化に向けた設備投資を後押しするため、対象
設備を追加した上で、適用期限が2年間延長されることとなりました。

（対象となる資産）
減価償却資産の種類
（取得価額要件） 対象となるものの用途又は細目

機械及び装置
（100万円以上）

自家発電設備、排水ポンプ、制震・免震装置、浄水装置、揚水ポンプ
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有
するものを含む。）

器具及び備品
（30万円以上）

自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備、
感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ

建物附属設備
（60万円以上）

自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制
御システム、照明設備、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式
避難設備、止水版、制震・免震装置、防水シャッター、無停電電源装置（ＵＰＳ）
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有
するものを含む。）

※１　架台については、本税制の対象設備をかさ上げするために取得等をするもののみ対象となります。
※２　これまで対象設備であった火災報知器、スプリンクラー、消火設備、排煙設備及び防火シャッターは対象外となります。

（対象者）
　令和５年３月31日までの2年間に自然災害等に対する防災・減災対策をとりまとめた「事業継続力強化
計画」等の認定を受けた中小企業者等（協同組合を含みます）

（事業継続力強化計画認定制度について）
　中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。認定を
受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。計画に記載する
項目の事例は以下の通りです。
・ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認方法
・安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応の手順
・人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体的な事前対策
・訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実行性を確保するための取組　　等
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森下　正 氏アドバイス活性化
組合

組合と組合員の事業承継への備え

　中小企業組合の組合員の世代交代で、組合理念や運営
に対する考え方の違い、いわゆる世代間ギャップが生じる
話は、いつの時代にもあった。しかし、少子化の影響が深刻
化している現在、組合員の後継者難による自主廃業の影響
で、組合員数が減少しているという話を聞くことが多くなっ
た。また、若手経営者の組合員が減り、組合の将来を担う青
年部の活動が機能しないという組合も少なくない。
　事実、中小企業庁『2020年版　中小企業白書』によると、
中小企業の29.1％が「現在の事業を継続するつもりはない」
としている。また、筆者の研究室が実施した『中小企業の経
営実態に関する調査』（2020年11月）によると、「後継者不
在」の中小企業が19.0％あった。なお、「後継者不在」を除く

「後継者を探している」中小企業は11.5％あった。
　このように中小企業の後継者不在による廃業は、組合と
組合員の双方に影響があり、今後、全ての組合が直面する
問題である。つまり、組合における事業承継の問題は、組合
の担い手の確保であると同時に、組合員の事業承継なので
ある。この問題を解決するためには、組合と組合員にとって
緊急性の高い課題と低い課題に分けて、対応策を検討する
必要がある。
　第１に緊急性の高い課題には、「後継者不在」の組合員に
よる自主廃業への対策と、若手経営者や後継候補者がいる
組合員向け次世代リーダー育成がある。
　まず、組合員による自主廃業への対策として、従来から団
地組合では、廃業した組合員の土地・建物・設備などを既
存の組合員が承継する、あるいは定款変更を行って異業種
企業に売却し、組合員として迎えることで対応してきた。ま
た近年、注目されている手法にM&Aがある。このM&Aによ
る事業継続は『2020年版　中小企業白書』によると、全国で
2013年に233件が、19年には616件へと約2.6倍になった。
　つまり、組合員の廃業予定者への支援として、存続する組
合員を含めた他社への円滑な事業譲渡も想定しておく必要
がある。ちなみに、筆者の研究室と日本M&Aセンター 戦略
統括事業本部 経営者支援部が共同実施した『コロナ禍の
企業経営と経営者の意識調査』（2020年11月）によると、「候
補者不在で売却先を模索中」の中小企業は1.7％に過ぎな
い。一方、「廃業とM&Aを比較時のメリット･デメリット」に
関する情報に興味の有る中小企業は16.0％、同じく「譲渡時
の対価」は27.9％もある。したがって、廃業予定者には、これ
らの情報提供やマッチングも含めた支援を行うことで、事業
存続への道が拓かれるはずである。
　次に、組合員向け次世代リーダー育成は、青年部が機能
しない組合もある今日、組合間連携で複数の組合から若手
経営者と後継候補者が集うことで実現可能である。例えば
鳥取県では、県内の組合次世代リーダー候補を20名程度
募集し、2012〜15年の４年間、毎年、半年で６〜７回の組合
次世代リーダー育成塾を開講してきた。この育成塾では、組

合の共同事業を活性化できる若手人材の育成を目的とし、
自組合の沿革と創業の精神、価値と目的の再発見を通じて、
経営環境変化に対応できる新たな組合理念の構築を行っ
た。また、ファシリテーションスキルを修得することで、参加
者は組合や自社の経営課題を創造的に整理し、解決策を導
くことができるようになった。その結果、加入組合に対する
姿勢が受動的から能動的になり、自組合と自社を根本から
捉え直すこともできた。つまり、組合次世代リーダーを育成
しながら、組合員の事業運営にも役に立つ成果をあげるこ
とができたのである。
　第２に緊急性の低い課題には、新しい組合員の加入促進
策の実施と組合の魅力アップがある。この２つは、同時並行
で進めることができる。というのも、加入促進策の実施のた
めには、自組合の魅力を自他共にわかりやすく伝達できなけ
ればならないからである。
　まず、全ての組合で取組みやすい方法として、自組合の長
所や自慢、そして取組みたいことに絞って、組合事業や活動
を列挙することから始めるのである。この時、短所や不満な
どを無視することがコツである。この行程を経て、組合員向
けに組合事業や活動に対する満足度アンケートを行う。ここ
で明らかにとなった満足度の高いものが組合の魅力として、
新組合員の加入促進時に使用するＰＲ材料となる。と同時
に、組合員が改めて自組合の魅力に気づくことで、実は当た
り前に思っていたことが他では当たり前ではないことを再認
識できる。
　実際、2020年度に筆者が携わったある組合は、組合員の
25％が自主廃業予定であることから危機感を持っていた。し
かし、組合員が共同購買・共同保険・技能研修などの組合事
業を長年に渡って積極的に利用していることと、福利厚生
としての親睦事業への満足度も高いことが組合員アンケー
トで明らかとなった。そこで、この2つを軸にした組合員向け
と新組合員の加入促進にも使用できるポスターやチラシの
作成と配布、組合ホームページやSNS、YouTubeなどを通
じた組合のPRを青年部が次年度以降、実施していくことと
なった。また、理事会が中心となって教育情報事業の見直し
を行い、これまでにない研修会や勉強会の企画の一つとし
て、組合の歴史と理念を組合員に伝えていく予定である。特
に青年部は、組合の将来に影響を与える新組合員の加入促
進と組合の魅力アップに繋がる活動に注力していくことで、
次世代リーダーとしての自覚と使命感が醸成されることが
期待されている。
　このように、事業承継に備えるためには、眼前にある緊急
課題に対処しつつ、組合と組合員の将来に関わる取組みを
同時に行っていくことが求められる。しかも、その取組みは、
後ろ向きで心が侘しくなる観点を排除しながら、取組みやす
く、前向きで心が沸き立つ方法で実施していくことが望まし
いのである。
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景 況レポート
中小企業団体情報連絡員報告より

令和３年 ２月分
前年同月比
のＤＩ値

県　　　内 全　　　国
全体 製造業 非製造業 全体 製造業 非製造業

業界の景況 －55.9 －68.8 －44.4 －53.4 －54.7 －52.5

売上高 －58.8 －68.8 －50.0 －51.4 －52.1 －50.9

収益状況 －58.8 －75.0 －44.4 －51.5 －52.3 －50.9

※DI（Diffusion Index）値とは、景気の動きをとらえるための指標です。（－100≦DI値≦100）
　DIの計算方法…増加・好転と答えた企業の割合－減少・悪化と答えた企業の割合
　【例：調査数「20」のうち好転が「４」、不変が「６」、悪化が「10」とした場合…（４－10）/20＊100＝－30】

（滋賀県内の景況DI値につきましては、県内34名の情報連絡員からの回答に基づき掲載しています。）

DI値が ＝30以上 ＝10以上30未満 ＝－10以上10未満 ＝－30以上－10未満 ＝－30未満

前年同月と比較した滋賀県内のDI値の推移

前年同月と比較した全国平均のDI値の推移

家電や空調機器などコロナ禍で売れているものが引き続き堅調であるが、全体として不振が続
き売上及び収益状況の悪化が見られた。収益は改善傾向にあるが本来の状態からはほど遠い。

県内の
景況推移

新型コロナウイルスの影響が長期化しており、景況が悪いながらも３指標ともに緩やかに改
善傾向である。しかし原材料価格等の高騰が続いており今後、採算悪化が懸念される。

全国の
景況推移
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業界 et cetera

社会福祉法人への寄付等
組合の社会貢献活動

大津電気事業協同組合

　大津電気事業協同組合（理事長 鹿野敏夫 氏）では、
大津市内で福祉施設を運営する３つの社会福祉法人「湖
南学園」、「和光会　みどり園」、「小鳩会　小鳩の家・小
鳩乳児院」に各10万円を寄付されました。この寄付は、組
合事務所の太陽光発電による売電の売上から捻出されたも
ので、民間企業による社会貢献のきっかけになって欲しい
と毎年継続して実施されています。２月24日㈬には、理事
長を含む組合役員３名が児童養護施設「湖南学園」を訪
問し、寄付金の目録を直接お渡しされました。
　組合では、この寄付金以外にもクリスマスの時期にイル
ミネーションを施設に設置し、サンタクロースに扮して子
どもたちにプレゼントを贈るなど様々な支援を行っています。
コロナ禍で組合も運営に制限を受ける厳しい状況ではあり
ますが、組合では今後も引き続き社会貢献活動を行ってい
く予定です。

付加価値の高いデザインの提案を目指す
デザインクリエーター講習会 開催

滋賀県広告美術協同組合

　滋賀県広告美術協同組合（理事長 和田光平 氏）では、
３月12日㈮、守山市・ライズヴィル都賀山において、組合
員が製作する屋外広告物のデザイン力や景観向上を目指し
た講習会を開催されました。
　この講習会では、サインクリエーター協会　常任相談役 
谷澤一憲 氏を講師にお迎えし、サインデザインとして看板
に適した文字・色等の選定手法や、店舗の外観、お店の
ロゴなどと調和のとれたトータルデザインとして看板を製
作するノウハウが紹介されました。また、カラーには明度
や彩度があり、色の明度を合わせるとデザインにまとまり
がでることや、色の配色によって同じデザインであっても見
え方が大きく異なることが五輪マークなどの有名なロゴを
使って示されました。
　組合では、法令を遵守しながらデザイン性の高い提案を
顧客に行えるよう、今後も引き続きこのような研修の機会
を確保していく予定です。

ゆめまちテラスえち
近江上布伝統産業会館

イルミネーションの設置を行う組合員

和田理事長（左）谷澤講師（右）

講習会の様子

クリスマスプレゼントの贈呈
（背景のイルミネーションは組合員が設置したもの）



業界 et cetera

麻を通じて季節を感じる
「うつろい麻フェス」 開催

滋賀県麻織物工業協同組合

　滋賀県麻織物工業協同組合（理事長 川口徳太郎 氏）
では、３月13日㈯～28日㈰までの間、愛荘町・近江上布
伝統産業会館において、冬から春に向けて季節の移ろいを
麻を通じて感じてもらうイベント「うつろい麻フェス」を開
催されました。このイベントは、麻織物のＰＲ活動の一環
として実施されたもので、麻織物の産地としての愛荘町と
伝統技術を用いた「近江上布（Omi-jofu）」ブランドを広
く知ってもらうことを目的とされています。イベント期間中
会場では、ストールやバッグなど小物も麻を使用した春ら
しい麻のコーディネートや雑貨が展示販売されたほか、来
場者に体験を通じて「近江上布（Omi-jofu）」を身近に感
じてもらう取り組みとして、大麻の手積糸で織る珍しい地
機織りの伝統技術体験や麻生地を使って春らしい色のリー
スを作るワークショップなども行われました。
　また、今回のイベントに併せて近江上布伝統産業会館に
寄贈された明治期から戦前に使用された貴重な機織道具
が特別展示されるなど、来場者にとって「近江上布（Omi-
jofu）」に理解が深まるイベントとなりました。

　近江上布伝統産業会館では、貴重な手織り現場の見学
や、機織などの体験メニューを備え、一般の方だけでなく
企業や団体の受け入れも行っています。
　併設の産地ショップでは、産地ならではの麻にこだわっ
た麻生地や麻製品を豊富に取り揃え販売を行っています。
お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。

機織体験

特別展示の機織道具

ゆめまちテラスえち
近江上布伝統産業会館

季節を感じる麻のコーディネート

ショップの様子

【開館時間】
営業時間ショップ／10：00～17：00　　織物工房／10：00～16：30
休館日／毎週月曜日、祝祭日、年末年始

【アクセス】
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川32−2　ゆめまちテラスえち（駐車場有り）
TEL：0749−42−3246
詳しくはホームページをご覧ください→http://omi-jofu.com

2021年度 中央会事務局体制のご紹介 

　2021年度の中央会事務局体制は下記の通りとなりました。
　新しい年度になり心機一転、職員一丸となって中央会会員組合をはじめ、県内中小企業・小規模
事業者の支援に一層邁進し、組合の皆様から頼りにしていただける存在感のある中央会を目指します。
本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

令和３年４月１日 現在

専務理事　　日爪　泰則

事務局長
（兼　総務課長）山田　俊明

総　務　課 指　導　課 振　興　課 ものづくり支援室

課　長 山田　俊明 課　長 早瀬　和志 課　長 中嶋　和繁 室　長 壷井　真人
（兼　事務局長） 課長補佐 山中　洋平 課長補佐 北川　嘉宏 嘱　託 川口　榮藏
課長補佐 大菅美奈子 課長補佐 松田　安正 主　査 奥村　尚也 嘱　託 川勝　幸弘
主　査 川那辺真司 主　査	 堀田　悠二 主　査 松本　淳美 嘱　託 箆津　　崇
主　事 小林美穂子 小林　敏男

（中小企業テレワーク導入支援事業担当）
主　事 望月　　将

滋賀県中小企業団体中央会事務局組織・機構図

■滋賀県中小企業団体中央会 ■滋賀県中小企業団体中央会 ものづくり支援室

〒520-0806
大津市打出浜２番１号	コラボしが21	５階
TEL：077-511-1430　　FAX：077-525-5537
メールアドレス：info@chuokai-shiga.or.jp

〒520-0806
大津市打出浜３番７号	滋賀県産業振興協同組合ビル	３階
TEL：077-510-0890　　FAX：077-510-0891
メールアドレス：mono@chuokai-shiga.or.jp

◆
新
年
度
特
集
◆
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